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動物を殺すことと人間を殺すこと
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                  要 旨

 「人を殺してはいけない」ということの理由は何であろうか。この問いに答えるのは、それほど

簡単ではない。何らかの理由を提示したとしても、その理由に対しては更にまた「なぜ」と問うこ

とができるし、そうすれば、結局は、確実な根拠など存在しえないことが明らかになるのである。

しかしそうは言っても、「人を殺してはいけない」という道徳規則を多くの人は常日頃守っている。

実際には殺さないでいる。それはなぜか。少なくとも、二つの理由があると思われる。一つには、

人間は他者の苦しみに無関心ではいられない、ということである。殺人者もまた自分が相手に与え

る苦しみを共有せざるをえないのであり、それは殺人者にとっても望ましくないことなのである。

もう一つの理由は、殺人は自らのアイデンティティを破壊する恐れがある、ということである。道

徳は人間のアイデンティティを構成する重要な要素であり、その道徳を破るということ、しかも

「殺人」という「取り返しのつかない罪jを犯すことは、アイデンティティの「取り返しのつかな

い破壊」を招きうるのである。さて、このような「殺さない理由」は、はたして対人間にしか当て

はまらないことなのだろうか。私は決してそうではないと考える。それはまた同時に、対動物に関

しても妥当しうるものである。そうであるにもかかわらず、人間と動物の扱いに根本的な差異を設

けるとするならば、それはまったく一貫性を欠いたことなのである。

1. はじめに

 2002年6月、下関でIWC(国際捕鯨委員会)

総会が開催された。そこで論議された一つの問

題は、「商業捕鯨の再開は認められるか」とい

うことであった。日本政府は、商業捕鯨再開を

認めるべきだ、という意見を一貫して主張しつ

づけたが、結局それが認められることはなかっ

た。このIWC総会開催に絡んで、捕鯨問題に

ついてのさまざまな意見がテレビ、新聞などで

取り上げられたが、日本では、どうやら「捕鯨

賛成」という意見が圧倒的に多いらしい。実

際、2001年度の世論調査では、「科学的根拠に

基づく捕鯨」に70パーセント以上の人が賛成

を表明しているのである(D。このような世論

が形成された背景には、牛や豚は食べてもいい

のに、なぜクジラは食べてはいけないのか、な

ぜクジラは特別なのか、という疑念があると思

われる。牛や豚を食べることに関しては何の文

句も言わない西洋の国々が、こと鯨食について

文句を言うのはなぜなのか、それは理由なきこ

とではないのか、と感じられるのである。

 捕鯨反対論者がしばしばその主張を正当化す

るために持ち出す議論が、「種の保存」という

論点である。「過去の乱獲によってクジラは絶

滅の危機にある、クジラという種を保護するた

めに捕鯨は禁じられねばならない」というもの

である。これに対して捕鯨賛成論者は、「科学

的調査によってクジラが絶滅の危機にないこと
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は証明された、もう捕ってもだいじょうぶだ」

と主張する。そしてまたそれへの再反論とし

て、「クジラのような海洋資源を人間がコント

ロールするのは非常に難しい、だから捕るべき

ではない」ということが言われる。

 捕鯨をめぐる一般的な議論はこうして、「種

の保存」というところで論戦が張られている。

確かにそれは重要な問題であるかもしれない。

しかし、捕鯨反対論が出てくるのは本当にそれ

だけの理由なのであろうか。それだけであるに

しては、捕鯨反対論の主張は少々執拗で、ヒス

テリックですらあるように見える。むしろ、捕

鯨反対論が出てくる根本には、「動物を殺す」

ことに対する抵抗感があるのではないだろう

か。高等動物を殺すことは悪であるという感

覚、考え方があるのではないだろうか。もちろ

んこのように理解されるならば、牛、豚を殺す

ことも同様反対されなければならないだろう。

その限り、捕鯨反対論には矛盾があることにな

るし、その点では非難されるべきでもあろう。

しかしそれでもやはり、そこで動物を殺すこと

の倫理的な問題性が鋭敏に感じ取られている、

ということは評価すべきように思われるのであ

る。

 本論では、動物を殺すことの倫理的な問題を

論じていきたいと思う。そこに倫理的な問題が

あるということを明らかにしていきたいと思

う。そしてその際、「動物を殺すこと」を「人

間を殺すこと」と対照することによって考えて

みたいと思う。

2. 動物を殺すこと

 倫理学者の中には、現在の動物の扱い方を改

めるべきだ、と主張する人たちがいる。例え

ば、肉食、動物実験、狩猟、動物園などに反対

するのである。まずはそうした、「動物解放」を

唱える代表的倫理学者の理論、ピーター・シン

ガーとトム・リーガンの理論を簡単に見ておく

ことにしたい。

2. 1動物解放論

 ピーター・シンガーは功利主義の立場から動

物の解放を唱える。彼の支持する功利主義と

は、「利益」、あるいは「選好」を基準とするも

のであり、ある行為の影響を受ける人々の「利

益」が最大になるような行為が「善い」行為であ

る、という考え方である。ある行為を行なうこ

とが、周りの人々にどれだけの利益をもたらす

か、どれだけの損害をもたらすか、を比較考量

することによって、行為の善悪を決めようとす

るのである。しかし、今、「人々」と言ったけ

れども、シンガーは人間だけでなく、一部の動

物も利益を得ることができると見ている。そし

てその限りは、動物の利益に対しても、平等に

配慮されなければならないと考えている。シン

ガーは「利益に対する平等な配慮」こそが倫理

の根本原理であるとするのである(2)。そして、

このような考え方は、シンガー自身述べるよう

に、功利主義の創始者ジェレミー・ベンサムの

考えを引き継ぐものである。ベンサムは次のよ

うに述べている。

「問題は、彼らは理性を働かせる(reason)こと

ができるか、ということでも、話すことができ

るか、ということでもない。そうではなくて、

彼らは苦しむ(suffer)ことができるか、であ

る。」(3)

動物もまた苦しんだり、楽しんだりすることが

できる。その限り、この動物の利益に対しても

平等に配慮すべきだ、と言うのである。

 さて、シンガーが依拠する功利主義に関して

は、しばしば次のような点が批判される。つま

り、少数の犠牲によって、全体の幸福が増すな

らばそれは許されることになる、という点であ

る。功利主義では、少数の動物(人間)による

実験で、多くの動物(人間)が救われる薬が開

発されるなら、それは原理的には「正しい行

為」であることになる(4)。しかしそうなると

当然、犠牲にされた動物(人間)の立場はどう

なるのか、という問題が出てくるのである。全
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体の幸福のために、一部の動物(人間)を犠牲

にしてよいのか、という問題が出てくるのであ

る。そしてこのような問題点を回避することが

可能なのが、トム・リーガンの立場、「権利論」

と呼ばれる考え方である。

 リーガンは、個々の動物は、「固有の価値(in-

herent value)」を持っており、尊重された扱い

を受ける「権利」を持っていると考える。結果

的に全体にどんな利益、幸福がもたらされよう

とも、個体は、そのために犠牲にされてはなら

ない「固有の価値」、「権利」を有していると考

えられるのである。ただしすべての動物がその

ような権利を持つわけではなく、「生命の主体

(subject of a life)」であるような動物だけが

その権利を持つとされる。そしてそれはっまり

は、次のようなものを持つものであるとされ

る。「確信と欲求、知覚と記憶と自分自身の将

来を含む未来についての感覚、快苦の感情を伴

う感情的な生、選好利益と福利利益、自分の欲

求や目標を追求して行為を始める能力、通時的

な精神生理学的自己同一性、そして個人的な福

利  他者にとっての功用から論理的に独立し

て、他の者の利益の対象であることから論理的

に独立して、自分の経験的生が自分にとってう

まくいっている、ないしは、うまくいっていな

いという意味での個人的な福利」である(5)。

具体的には、1歳以上の正常な哺乳類がそれに

当たるとされるのである。

 この権利論の問題点としてしばしば指摘され

るのは、「権利」という考え方からするならば、

1歳以上の哺乳類と人聞との間には何ら違いが

ないことになる、ということである。動物と人

間のどちらかしか生きられないような状況で

あっても、権利という観点からするならば、動

物の生命と人間の生命との問に順位はっけられ

ない。動物を犠牲にすることは、原理的には、

正当化不可能、正当化困難になるのである。こ

れはやはりわれわれの感覚とは著しくずれてい

るように思われるのである。そして、そもそも

「権利」という概念を動物に適用できるのか、

という問題があるのである。

2. 2種差別

 以上のように、シンガーとリーガンは、その

倫理学上の立場をまったく異にしているが、し

かし、「動物を解放すべきだ」という点では一

致している。そして両者共に、多くの人々の

取っている態度は「種差別(speciesism)」で

あるとして非難している。

「人種差別主義者は、他の人種の成員との間に

利益の衝突があるときに、自らの人種の成員の

利益のほうをより重視することによって、平等

の原理を破る。性差別主義者は、自らの属する

性の利益を尊重することによって平等の原理を

破る。同様に、種差別主義者は自らの種の利益

を他の種の成員のより重要な利益に優先させる

ことを容認する。」(6)

一つの考え方によれば、人間と動物では「自律

の能力」が違うとされ、そのことが「殺してい

い、いけない」の基準になるとされる(7)。自

らで道徳規則を立法し、それに従うことができ

るのは人間だけである。動物は、おそらくは、

そうした自律の能力を欠いており、そもそも道

徳を持ちえない。とすると、動物を倫理的配慮

の対象とすることはおかしなことではないの

か、ということになるのである。しかし、もち

ろん、人間であっても「自律の能力」を欠いた

者はいくらでもいる。それにもかかわらず、人

間を殺す場合には罪に問われる。結局のとこ

ろ、「殺していい、いけない」の基準は「能力」

ではなく、「種」であることになるのである。

「種差別」ということが言われることになるの

である。

 この「種差別」という批判に関する両陣営の応

酬を簡単に紹介しておこう。反動物解放論者の

反論は次のようなものである。「動物解放論者

は、すべての動物種が平等であり、平等に扱わ

れるべきだと考えている。しかしこれはナンセ

ンスである。人間と犬、人間とネズミを同じよ

うに扱えと言うのか。」(8)これに対しては、

リーガンはおよそ次のように答えている。「種

差別とは「人間は常に動物種よりも尊重される
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べきである」という考えである。そしてこの

「常に」というのは、極端な事例に基づいた

誤った一般化である。」(9)人間の生命か、動物

の生命か、そのどちらかを選ばねばならないよ

うな状況は、実際にはほとんど出くわすことが

ないのであり、そのような極端な事例を一般化

するのは誰弁であるというわけである。しかし

そうであるならば、「動物実験」はどうなのか

ということが問題になってくる。動物実験に

よって開発された薬によって、多くの人々の生

命が救われてきた。動物解放論者は動物実験に

反対するが、これはまさにその「極端な事例」

とどう違うのかが問題になってくるのである。

 さて、こうして「種差別」とは、「殺してい

い、いけない」は種を基準にして決められると

いうことである。そしてそれは結局のところ、

人間だけは殺してはいけないということであ

る。動物は殺してもいいが、人間という種に属

するものだけは殺してはいけないということな

のである。しかし翻って考えてみるならば、そ

れはそもそもなぜなのだろうか。なぜ人間だけ

は殺してはいけないのだろうか。次章では、こ

の「人間を殺すこと」について考えてみたいと

思う。

3. 人間を殺すこと

3. 1「なぜ人を殺してはいけないのか」という

 問い

 ここ何年か、このような問いをしばしば耳に

するようになった。「なぜ人を殺してはいけな

いのか」というタイトルの本が出版され、最近

公開された映画では、キャッチコピーとして、

「なぜ人を殺してはいけないの？」という文句

が使われていた。ただし、もともとはテレビの

討論番組で、ある少年の発した問いだったと言

われる。それに関連して雑誌の特集企画として

も取り上げられたようである。

 この問いの一つの捉え方は、もし子供にそう

聞かれたらなんと答えればよいか、というもの

である。雑誌の特集企画での問いはそうした問

いだったようである。しかしここではそのよう

な取り上げ方をするつもりはない。どう答えれ

ば、子供を納得させられて、子供が人殺しを行

なわないようにすることができるか、というこ

とは考えない。教育的な観点からは考えない。

むしろ、この問いをそのまま、哲学的、倫理学

的観点から考えてみたいと思う(10)。

 おそらくこの問いに対する普通の、一般的な

答えは次のようなものであるだろう。

「逆の立場で、あなたが殺されたり、あなたの

愛する人が殺されたりするのは嫌だろう。だか

らあなたは殺してはいけない。」

しかしこの「普通の答」で納得する者ならば、

おそらくは、このような問いを立てることはな

いだろう。むしろ、このような問いを発する者

はこの「普通の答」に対して、さらにもう一

度、「なぜ」と問うていると理解すべきなので

ある。だから、この問いは次のような問いであ

ることになる。

「私は殺されたくないが、だからといって、な

ぜ私は人を殺してはいけないのか。」

つまり、この問いは、「自分が殺されたくない

なら、他人を殺すべきではない」という自他の

「相互性」に対する問いなのである。自分の利

益と他人の利益を公平に配慮するという「公平

性」への問いなのである。なぜそのような相互

性、公平性を尊重しなければいけないのか、そ

ういう問いなのである。

 しかしこの相互性、公平性ということは、考

えてみるならば、単に「殺人」のみならず、そ

もそも「道徳」の根本前提をなしているもので

ある(11)。相互性、公平性を欠くことは、それ

自体「不道徳」なのである。その限りこの問い

は、結局、道徳それ自体への問い、「なぜ道徳

的であるべきなのか」という問いであることに

もなる。しかも、「殺人」ということで問題に

なっているのは、「相互性」、「公平性」そのも

のの成立要件たる他者の抹殺という行為であ

る。単に不公平であるということではすまない
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ところがあるのである。では、「なぜ道徳/公

平性を守らねばならないのか」という問いに対

しては、いったいどのように答えられるのであ

ろうか。

 「なぜ道徳を守らねばならないのか」という

問いは、「道徳的な立場」と「非道徳的な立場」

とを比較して、なぜ「道徳的な立場」を選ぶべ

きなのか、を問題にする問いである。したがっ

てそれは当然、それ自体「道徳的な」評価に基

づいて答えることはできない。たとえば、「道

徳的である(公平性を守る)のは正しいことで

ある」というようにである。それは結局、「正

しいことは正しいのだ」と言っていることにな

るのである。ではそれ以外にどのような仕方で

答えられるのか、と言うならば、一つの方法と

しては「幸福」という「非道徳的要素」に訴え

る議論が可能であるだろう。「道徳的であるこ

とによってこそ人は幸福になれるのだ」という

具合にである。しかし、この「幸福」という観

念は、少なくともわれわれの通常の理解におい

ては、人それぞれ異なるものである。何が幸福

であるかは人それぞれである。仮に、誰にでも

当てはまる「人間一般の幸福」というものがあ

るとして、そしてそれがここで言われる「幸

福」だとしてみても、それを「私」が目指さな

ければならない、ということまでは根拠付けで

きないであろう。「その幸福は、私にとっての

幸福とは違う」と判断されたら、あるいは、

「私はそのような幸福でありたいとは思わない」

と判断されたら、それまでである。「私」が

「人間一般の幸福」を目指さなければならない

理由などないのである。

 このように考えると、「道徳/公平性を守ら

ねばならない」ということを最終的、論理的に

根拠付けることは非常に困難なことがわかる。

「なぜ人を殺してはいけないのか」という問い

を発する者を最終的に納得させることは、おそ

らくは不可能なことなのである。もっとも、冷

静に考えてみるならば、このことは驚くにはあ

たらない。人間はいずれ死んでいく。死んで無

となっていく。その限りは、この世で何をした

か、何をしなかったかということは何の意味も

持たない。いずれ死んでいく人間にとっては、

どうしても道徳を守らねばならない理由などな

いのが当たり前なのである。そしてこれは誰も

がわかりきったことなのである(12)。ただ、そ

れが改あて確認されると驚きを感じざるをえな

いほど、われわれは常日頃「人を殺してはいけ

ない」ということを信じ込み、道徳を信じ込ん

でいるのである。そうして道徳を守っているの

である。

 しかし、「殺してはいけない理由はない」と

いうことが自明のことであるとするならば、

「なぜ人を殺してはいけないのか」という問い

は、それほど重大な問いではないことになるだ

ろう。少なくとも、それは人間の生き方を変え

うるような問いではない。誰かがある時に殺し

てはいけない理由がないことを悟って、それで

殺人者になるということはありえない。理由が

ないということは、誰もがずっと前から知って

いることなのであり、その上でわれわれは道徳

を信じているからである。

 道徳を信じ込んでしまったわれわれにとって

は、「なぜ人を殺していけないのか」ではなく、

むしろ、「なぜわれわれは殺さないでいるのか」

という問いのほうがより興味深い問いである。

最終的な根拠がないにもかかわらず、われわれ

はたいていの場合殺さないでいる。道徳をそれ

なりに守っており、それがよいことだと信じて

いる。これはなぜなのか。大宅映子/鷲田清一

の言葉を借りて言うならば、死ぬとわかってい

て、なぜ道徳を守るのか、なぜ守ることができ

るのか(13)。道徳の本性を知るために、そして

人間の生を理解するためには、これこそが核心

的な問いなのである。次節では、「なぜわれわ

れは殺さないでいるのか」ということについ

て、「殺さない理由」について、少しだけ考え

てみたいと思う。

3. 2われわれがほとんどの場合、人を殺さない

 理由

 「殺さない理由」の一つとしては、刑罰が怖

いからということがあるだろう。この要因は実

際には非常に大きいと言える。おそらくは、刑
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罰を考慮に入れて実際の損得勘定をして、それ

でもなお殺人したほうが得になるという場合

は、「ほとんど」存在しえないだろう。われわ

れが「ほとんどの場合」人を殺さない、という

ことは、このことだけでも説明し切れるかもし

れないのである。

 しかしながら、他の道徳的な事例を考えてみ

るならば、そうとも言えないかもしれない。

「なぜ人を殺してはいけないのか」という問い

が道徳そのものへの問いであるとするなら、他

の道徳的事例を呼び出しても問題はないであろ

う。殺人以外の道徳的事例を想定してみるなら

ば、人間には、現実の損得勘定だけで善悪を行

なっているのではない場合も多々あることがわ

かる。人間は時に自分の損になるような善行を

もすることができるし、明白に自分の利益にな

るような悪行を思いとどまることもできるので

ある。だからやはり殺人の場合にも、刑罰を抜

きにして、われわれがたいていの場合殺人を犯

さない理由を考えることは有意味であると言え

るのである。ではその理由とは何なのか。少な

くとも次の二つの理由が挙げられると思われ

る。

(a)人は他者の苦しみに無関心ではいられない

 誰かがけがをして、血を流しているのを見た

とき、われわれは無視して素通りすることがで

きない。なんらかの手助けを自分から申し出る

だろうし、そもそもはその他者の痛みをわが身

の痛みとして感じざるをえない。あるいは、誰

かが辛い運命にあるとき、死に瀕していると

き。それは私自身の苦しみでないにもかかわら

ず、私は他者の苦しみを共有せざるをえない。

他者の苦しみに涙せざるをえない。人間にはそ

ういった側面がある。そして人間のこのような

性格は、これまでもさまざまな思想家たちに

よって指摘され、重要視されてきた。たとえ

ば、エマニュエル・レヴィナスの言う「傷つき

やすさ」はこうしたことであるとされる。

「他者の苦痛に対する苦痛、他者の悲惨とその

切迫を感じないでいることができないというこ

と、このことがレヴィナスのいうく傷つきやす

さ〉の意味である。なるほどわたしは後になっ

て他者のこの傷から目を背けること、見て見ぬ

ふりをすることもあるかもしれないが、そうい

う選択以前に、わたしはその傷にふれ、その傷

に感応している。…」(14)

あるいは、孟子の語る「側隠の心」(「あわれみ

の心」)というのもこれであると言える。

「孟子がいわれた。「人間なら、誰しも他人の
              あわれみ
不幸を見るに忍びないという心(側隠の心)が

あるものだ。…」」(15)

「孟子がいわれた。「人間なら誰でもあわれみ

の心(同情心)はあるものだ。…たとえば、ヨ

チヨチ歩く幼子が今にも井戸に落ちこみそうな

のを見かければ、誰しも思わず知らずハッとし

てかけつけて助けようとする。これは可愛想

だ、助けてやろうと〔の一念から〕とっさにす

ることで、もちろんこれ(助けたこと)を縁故

にその子の親と近づきになろうとか、村人や友

達からほめてもらおうとかのたあではなく、ま

た、見殺しにしたら非難されるからと恐れての

たあでもない。してみれば、あわれみの心がな

いものは、人間ではない。…」」(16)

 意味的に誤解を招きやすい言い方ではある

が、これは、要するに、「シンパシー(sympa-

thy)」とか「コンパッション(compassion)」

(「共感」、「同情」、「あわれみ」)という言葉で

言われるところである。「シンパシー」も「コ

ンパッション」も、共に「パトス」に関わるも

のであり、心の受動的側面、すなわち、感情に

関わるものである。それは自分から進んで獲得

しうるようなものではなく、苦しみのほうから
                   こうむ
やってくるのである。われわれはそれを「被

る」ことになるのであり、「他者の苦しみを感

じざるをえない」のである。

 そしてこの「他者の苦しみに無関心ではいら

れない」という事態は、殺人という場面におい

ても当てはまるはずである。人を殺すというこ

とにおいても、われわれは苦痛を感じざるをえ

ない。人に痛み、苦しみを与えることは、同時
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に自分自身に跳ね返ってくるのであり、相手に

与えた苦しみを自身共有せざるをえないのであ

る。これはもちろん、殺人者にとっても望まし

くないことなのである。

(b)「殺す」ことはアイデンティティの破壊になる

 もう一つ、「アイデンティティ」ということ

が「殺さない理由」に関わっていると考えられ

る。しばしば「インテグリティ(integrity)」

(統合性、高潔さ)と言われたりもするが、「ア

イデンティティ」や「インテグリティ」は「道

徳」と深く結びついている。人間は成長してい

く中で、「道徳性」を備えたものとして自己を

形成していく。それが単に社会によって押し付

けられたものなのか、それとも人間の本性から

して身につけられたものなのかは言いえないに

しても、である。「道徳性」は、自己を形作る

根源的な要素として自己のうちに織り込まれて

いるのである。だから、道徳を破ることによっ

ては、そうした自己のあり方自体が傷つけられ

ることになる。アイデンティティの破壊を招き

うる行為として、道徳的悪は禁じられるのであ

る。

 しかも、「殺す」ことについて言うならば、そ

れは他の道徳的悪よりも更に根本的に、アイデ

ンティティの破壊となるだろう。「殺す」とい

うことはまさに取り返しのつかないことだから

である。他の悪行であるならば、何らかの仕方

で、その罪を償い、それによって自らのアイデ

ンティティを回復せしめることも可能かもしれ

ない。しかし、殺人は「取り返しのつかない行

為」であり、その分、アイデンティティという

観点から見ても「取り返しのつかない破壊」と

なりうるである。それはアイデンティティの回

復を一切不可能にしうる行為なのである。そし

てこの差異は決定的であるように思われるので

ある。

 さて、(a)と(b)の連関についてもう少し述べ

ておこう。「人を殺さない理由」として(a)(b)

という二つの理由を挙げたけれども、この両者

は深く結びついている。「アイデンティティ」、

「インテグリティ」(「統合性」)を形成するには

「体系性」をもっていることが必要であり、言

わば、道徳の「理論」が必要である。しかしそ

の「理論」は何か抽象的なものとして、客観的

なものとしてあるわけではなく、各人の感情と

絶えず交流し、バランスを取るようにして形成

され、再編成されていると言える。例えば、世

に報道される事件、倫理的問題をはらんだ事件

について、われわれは何らかの「感情」を持た

ざるをえない。その「感情」を通じて、事件に

対する自分の立場を考えざるをえない。その

「感情」を正当な感情として肯定するにしても、

あるいは、誤った感情として否定するにして

も、である。そしてそうすることによって、人

は自らの道徳の「理論」を形成し、拡張するので

あり、それを通じて自らのアイデンティティを

再編成していくのである。

4. 動物を殺すこと再び

4. 1なぜ動物を殺してはいけないのか

 前章では、われわれが実際に人を殺さない理

由を考えてきた。もちろん「殺さない理由」は

これだけではないかもしれないし、更に深く検

討してみる必要はあるだろう。しかしとりあえ

ずは、元の問題に戻ることにしたいと思う。元

の問題は、人間を殺すことと動物を殺すことと

はどう違うのか、ということであった。なぜ人

間を殺すことは特別なのか、ということであっ

た。「人を殺してはいけない理由」からするな

ら、そんなものはそもそも存在しないのだか

ら、そこで人間と動物に違いをつけることはで

きないことになる。そしてまた「人を実際に殺

さない理由」からしても、人間を殺すことはな

んら特別ではないことが明らかになってくる。

 (a)「人は他者の苦しみに無関心ではいられな

い」での「他者」というのは、もちろん動物で

あっても可能である。動物もまた「苦しみ」を

持ちうるように思われるし、その限り、動物の

苦しみに対してもわれわれは無関心ではいられ

ないはずである。動物の苦しみにあわれみを感

じざるをえないのである。今の日本の社会で

は、動物が殺され、解体されるところをじかに

目にすることはほとんどなくなっている。それ
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は、意図的に、見えないように隠されているの

であり、それを見るのは、人間には忍びえない

がゆえに、隠されているのである(17)。

 確かに、動物は本当に「苦しみ」、「痛み」を

感じるのか、ということは問題になりうるとこ

ろである(18)。人間が勝手に想像するのとは

違って、動物は痛みを感じないのかもしれな

い。動物の「痛み」は、人間の感じるそれとは

まったく違ったものなのかもしれない。けれど

も、少なくとも、われわれは現状そうは理解し

ていないのであり、動物が苦しみを感じないと

いうことは、それ自体科学的な証明を必要とす

る事柄なのである(19)。それが現在証明されて

いない以上は、われわれは現在の自らの理解に

従わねばならないのである。

 (b)「「殺す」ことはアイデンティティの破壊

になる」に関してはどうだろうか。確かに、肉

食によって自らのアイデンティティが破壊され

る、傷つけられるということは、多くの人に

とってはありえないことだろう。われわれが成

長していく中で身につけていく道徳性のうちに
             

は、「動物を決して殺してはいけない」という

道徳は含まれていないのである。だからこそ、

肉食が下められることもないのである。しかし

その一方で、われわれの道徳性のうちには、少
                  
なくとも、「動物をむやみに殺してはいけない」

という道徳は含まれているだろう。動物愛護

は、やはり一つの道徳性であると考えられるの

である。そして、「殺すこと」の「取り返しの

つかなさ」は、もちろん、動物にも当てはま

る。動物の命であっても、それを奪うことは単

なる物を壊すこととは違うのであり、そのよう

にわれわれは通常理解しているのである(次序

参照)。だから、肉食ということにはやはり根

本的な問題があると言える。「食べる」という

ごく些細な楽しみのために動物を殺すというこ

とは、どう考えても、「むやみに殺す」ことと

大差ないからである。その事実は、社会によっ

て、そして自分自身によって体よく隠されてい

るのである。

 繰り返すが、「人を殺さない理由」が、(a)㈲

だけであるとは言いえないし、他に何か重大な

理由があるかもしれない。そしてその理由から

するならば、人間と動物の扱いに差をつけるこ

とも正当化できるかもしれない。その可能性は

否定できない。しかしもし仮に、「殺さない理

由」が(a)(b)だけだとするなら、あるいは、そ

れらが最も重大な理由であるとするなら、その

「殺さない」という道徳は、人間だけでなく、

動物にも拡張されねばならないだろう。さもな

いと、その道徳は一貫性を欠いており、そうし

た態度は真に道徳的な態度ではない、というこ

とになるからである。これが本論での主張であ

る。

 「なぜ人を殺してはいけないのか」というこ

とが問われるとき、「人を殺してはいけない」

ということを論理的、最終的に根拠付けるのは

非常に困難なことであった。それは不可能であ

ると思われた。しかしそれにもかかわらず、わ

れわれは実際には人を殺さない。そして実際に

殺さない理由から考えるならば、人間と動物と

を決定的に区別するようなものは何もなかっ

た。だからもしそこに区別を設けるとするな

ら、それは首尾一貫していないことになる。矛

盾していることになる。もっとも、当然ではあ

るが、このことからしてただちに「動物を殺し

てはいけない」という道徳規則を引き出してく

ることはできない。「矛盾があって、なぜいけ

ないのか」と問われるならば、それに理由はな

いのである。「人を殺してはいけない」という

道徳規則を根拠付けられなかったのと同じであ

る。理由などないのであり、それは誰もがわか

りきったことなのである。ただ言うならば、そ

うした矛盾を許容するような態度は、道徳性を

アイデンティティとする者としては、道徳の信

仰者としては、不十分なのである。だから、わ

れわれは動物を殺してはいけないのである。

 本論での主張は、結局、人間と動物の扱いに

根本的な差異を設けることの矛盾をしっかり見

っあるべきだ、ということになる。自らの態度

をしっかり反省すべきだ、ということである。

そうするなら、多くの人は、人間と動物の扱い

に根本的な差異を設けることが誤りであること

に気づくはずなのである。この主張は、新たな
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道徳規則を提唱しているのではなく一その限

り、「なぜ」という問いは回避される一、た

だ単に、各人の良心に訴えかけているにすぎな

いのである(20)。

4. 2殺してはいけない動物の基準

 少し補っておきたい。「動物を殺してはいけ

ない」と言うとしても、それは、確かに、すべ

ての動物、すべての生物に対して当てはまるわ

けではない。(a)に関して言うならば、多くの

人は、おそらくは、蚊を殺すことには痛み、苦

しみを感じないだろうが、しかしそうした極端

ではない動物、生物がどのように位置付けられ

るかは、人それぞれだと言える。(b)に関して

も同じだろう。蚊を殺すことによって、アイデ

ンティティが傷つけられたと感じる人はほとん

どいないだろうが、虫、魚、犬、チンパンジー

といったところでは、人それぞれの反応がある

と思われる。ただし、大雑把にまとめるなら

ば、「他者」が「個体」、「主体」であるという

ことが、(a)(b)の成立する条件であるように思

われる。とりわけ、「他者」が「個体」、「主体」

でない場合には、それは、「取り返しがっかな

い」とは言いえないのであり、取り返しのつか

ない罪が行われたとは言いえないのである。

リーガンの考え方一「生命の主体」である動

物は「権利」を持つという考え方一は、この意

味で非常に説得的である。「生命の主体」とい

う基準は、基準としては少々あいまいではある

が、それはわれわれの感覚に最もよく適合して

いるように思われるのである。シンガーもま

た、動物の「個体性」を重視している。「理性的

で、自己意識を持つ存在」、すなわち「個体」

を殺すこととそうでない存在を殺すこととの間

に大きな違いを認めるのである。シンガーの発

言を引いておこう。

「我々は次のように考えることができる。もし

も魚が意識をもたなくなるとしたら、意識を失

う前に魚は、その後に起こるであろうことに対

しては何の期待も欲求も持たないであろうし、

もし魚が意識を取り戻しても、魚は自分が以前

存在していたことの意識をまったく持たない。

それゆえ、もしこの魚たちが無意識な間に殺さ

れて、この最初の魚の群れが殺されたという理

由でのみ創り出されうる、同数の他の魚に代替

されるならば、魚の意識という観点から見れ

ば、同じ魚が意識を失い、また取り戻す場合と

この場合とでは何の違いもないであろう。」(21)

 もちろんこのような「個体」、「主体」という

概念を持ち込むと、生命倫理学上の繊細な議論

に巻き込まれるかも知れない。胎児や重度の脳

障害者は「主体」であるのか、それより知的な動

物の方が「より主体的」であり、「より生きる

権利を持つ」と言えるのか、というような問題

である。しかしこれには、り一ガンにならって

答えるのがよいように思われる。現実には両者

の命の比較が必要となってくることはほとんど

ない。この事例からして、「人間は常に動物よ

りも尊重されるべきである」というように一般

化されてはならない、ということである。重要

なのは、むしろ、他者に対する実際の態度であ

る。動物解放論は実際の態度の改善をこそ要求

していると理解すべきである(22)。どのような

倫理学理論にも欠点はある。しかしわれわれは、

完成された倫理学理論を待つことなく、行動し

なければならない。「動物を解放せよ」という

命令は、倫理学理論の中で位置付けるには、現

状いくつかの難点があるかもしれない。しかし

それは、われわれが実際に行動する上では、所

詮小さな難点にすぎないのである。
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   Why must we not kill humans？This question is not so easily answered.  The nor. 

mal answer is like this:“if you were killed， you would be intolerable and so you must

not kill other humans”. But those who dare to ask，“why must we not kill humans”，

question this answer itself.  Namely their question is‘‘why must we not kill humans，

even if I am not willing to be kiUed？”。This question is the one about morality itself:

“why be mora1”. But this question turns out to be almost impossible to answer. 

   H:owever we mostly observe the rule‘‘must not kill humans”. Most of us don'tkill

other humans.  Why is this？There seems to be at least two reasons.  One reason is that

man cannot be indifferent to other's suffering.  Murderer gives the victims much suf. 

fering.  But the murderer also share the suffer he gives and it is of course undesirable

to him.  Another reason is that killing humans is breaking murderer's identity. 

Morality is indispensable constituent of identity.  Therefore breaking moral rules，

what is worse， committing a murder that is an“unrecoverable”sin results in“unre. 

coverable”destruction of identity. 

   By the way， are these reasons of not killing humans only applicable to killing hu. 

mans？Idon't think so.  These reasons are applicable to killing animals too.  In spite

of this， drawing distinction between killing humans and killing animals is totally in一

    consistent. 
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